
協会けんぽ　アプリ 検 索

電子申請に関するお問い合わせ先　　業務グループ（☎ガイダンス1番）

沖縄支部からのお知らせ

協会けんぽ 月号3
職場内で回覧・掲示を
お願いします

2 0 2 6 年

各種申請手続きがオンラインでもっと手軽に！
　令和8年1月13日からオンラインで各種給付金等の申請ができる電子申請がスタートしました。電子申請には
安心・便利なメリットがたくさん！ぜひご利用ください。
　詳しくは右の二次元コードから、もしくは「協会けんぽ　電子申請」で検索して、ホームページをご覧ください。

システムチェックに
より、記載漏れなどの
ミスが防げます。

ウェブサイトまたは
けんぽアプリからログインして
申請したい申請書を選択

マイナンバーカードを
利用して協会けんぽの
資格情報を取得

入力フォーマットに
必要事項を入力し添付書類は
電子ファイルを アップロード

申請手続き完了です！

郵送などにかかって
いた手間、時間、費用
が削減できます。

スマホやPCから申請
後の処理状況が確認
できます。

制度の詳細やよくあ
る質問を画面上で確
認しながら入力でき
るため、正確に申請が
できます。

「安  心」 「便  利」

けんぽアプリをぜひご利用ください！
協会けんぽでは、すべての加入者様とつながるスマートフォンアプリケー
ション「けんぽアプリ」をリリースしました！
けんぽアプリからも電子申請を利用できるほか、あなたの健康に役立つ情
報もお届けします。今後便利な機能も実装予定ですので、この
機会にけんぽアプリをぜひご利用ください！



保険料率に関するお問い合わせ先　　企画総務グループ（☎ガイダンス4番）

任意継続保険に関するお問い合わせ先　　業務グループ（☎ガイダンス1番）

※各種申請は電子申請または
　郵送でお手続きができます。
※申請書は協会けんぽのホーム
　ページからダウンロードでき
　ます。

沖縄支部
ホームページ けんぽアプリ LINE

友だち募集沖縄支部

〒900-8512 ☎098-951-2211（代表）
受付時間/8：30～17：15（土日祝日・年末年始を除く）

※この郵便番号は個別番号であるため、
　宛先住所の記入が省略できます。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/okinawa/

協会けんぽの任意継続 ご家族の被扶養者国民健康保険

手続き先

保 険 料

加入要件

加入要件

お住いの都道府県の協会けんぽ支部
（電子申請または郵送でお手続きください）

下記のとおり

お住いの市区町村役場 ご家族のお勤め先

在職時の約２倍
（上限あり）

前年度所得等により決定

退職により健康保険の資格を喪失された時には、退職日から間を開けずに再就職される場合を除き、以下のいずれかの
健康保険の加入手続きを行う必要があります。

負担なし

ご家族が加入されている
健康保険の認定要件を
満たす必要があります

お住いの市区町村役場に
ご相談ください

“退職後の健康保険”のご案内

※離職理由等により保険料が
　減免されることがあります

①退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あること
②退職日の翌日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること（20日以内に必着）

さらに協会けんぽでは、皆さまの健康づくりの取り組みを保険料率に
反映する「インセンティブ制度」を導入しています。保険料率の上昇
抑制に向け、取り組みへのご協力をお願いします。

※任意継続被保険者の方の保険料率は令和8年4月分（4月納付分）から適用されます。
※40～64歳までの方（介護保険第2号被保険者）は、健康保険料率に介護保険料率が加わります。
※令和8年4月分（5月納付分）から子ども・子育て支援金（令和8年度支援金率0.23％）の徴収が開始されます。

などに取り組んでいただくことで、沖縄支部の医療費の伸びが抑えられ、
皆さまの保険料の負担を軽減することにつながります。

協会けんぽ　インセンティブ制度

特定保健指導の利用や
医療機関の早期受診で
疾病の重症化を防ぐこと

事業所を挙げての
健康づくり
(健康宣言)

ジェネリック
医薬品の
積極的な利用1 年に1回、

健診を受けて
いただくこと 2 3 4

協会けんぽの保険料率は、各都道府県支部の医療費に基づいて決定されます

皆さまの取り
組みが

保険料率上昇
を抑える

大きな力にな
ります

皆さまの取り
組みが

保険料率上昇
を抑える

大きな力にな
ります

令和8年3月分からの保険料率について令和8年3月分からの保険料率について
健康保険料率（沖縄支部）

令和8年2月分
（3月納付分）まで 9.44％
令和8年2月分

（3月納付分）まで1.59％ 令和8年3月分
（4月納付分）から1.62％

令和8年3月分
（4月納付分）から 9.44％

介護保険料率
令和8年4月分

（5月納付分）から 0.23％
子ども・子育て支援金率

新たにスタート


